
 
 

平成 30年度 平取町地域おこし協力隊募集要領 

 

 平取町の概要 
平取町は北海道南部に位置し、面積743.16㎢

で東西52.8km南北41.1kmとやや三角形に似た地

形のまちです。 

町を貫流する清流日本一の「沙流川」の流れ

が育んだ豊かで雄大な自然のもと、この地に先

住し自然を敬い共生してきたアイヌの人々の生

活文化や、先人達が共に築いた歴史・文化を守

り育てながら農林業を基幹産業として当町は発

展してきました。   

また古よりアイヌの人々が集住している当町

にはアイヌ文化が色濃く残っており、100年以上

の歴史を持つ伝統工芸品は、平成25年3月に北海

道で初めて国の「伝統的工芸品」の指定を受け

ました。 

 

しかし、伝統工芸産業を支える観光入込は、アイヌ文化施設を中心に修学旅行生や観光客

が年間21万人程度訪れておりますが、通過型が中心で今後の交流は滞在・体験型へと転換し

ていくことが必要です。 

また近年、農林業及びアイヌ伝統文化・工芸の担い手が不足しており、担い手の確保が重

要な課題となっています。 

 

１ 地域おこし協力隊の募集 

上記の状況を踏まえ、次の分野において、その担い手となる地域おこし協力隊員を平取町

地域おこし協力隊設置要綱に基づき下記のとおり募集します。 

 

募集種別 募集の対象 主たる業務 募集人員 

・林業支援員 

 

 

 

 

林業に興味・関心があり、

林業技術や経営ノウハウ

を習得し、当町での林業

による自立に興味のある

方 

①林業作業に従事し、必要な

知識や技術を習得 

 

1名 

 

 

 

・アイヌ伝統工芸

継承支援員 

アイヌの伝統文化・工芸

に興味・関心があり、伝

統工芸技術を習得し、当

町での伝統工芸製作によ

る自立に興味のある方 

①伝統工芸製作作業に従事

し、製作・経営のノウハウ

の習得 

②工芸品の新商品開発の支援 

③工芸品産業の流通・販売の

業務研修 

④その他、必要な業務 

2名 



 
 

２．応募資格 

以下のすべての項目に該当する方を対象とする。 

（１）年齢       〈林業支援員〉 ２５歳以上４５歳以内の方 

（平成30年4月1日現在）〈アイヌ伝統工芸継承支援員〉 ２０歳以上４０歳以内の方 

（２）性別 問いません。 

（３）生活の拠点を現在住んでいる３大都市圏内(注１)（小笠原諸島振興開発特別措置法、

過疎地域自立促進法、山村振興法、離島振興法、半島振興法に該当する市町村は除く）

または政令指定都市(注２)から平取町に住民票を異動することができる方 

     （注１）３大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県 

（注２）３大都市圏内以外の政令指定都市：札幌市、熊本市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、

岡山市、広島市、北九州市、福岡市 

（４）地域住民として、地域活動に積極的に参加できる方 

（５）普通自動車運転免許を持っている方 

（６）パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方 

（７）最長で３年間の活動期間終了後も、平取町に定住し、就業しようとする意欲を持っ

ている方 

（８）心身ともに健康で、誠実に勤務できる方。 

（９）地方公務員法第１６条(注３）に該当しない方 
(注３)第１６条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは

選考を受けることができない。  
１ 成年被後見人又は被保佐人  
２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者  
３  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  
４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者  
５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主       

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．雇用形態・期間 

(1) 雇用関係の有無  無（雇用契約は結びません） 

(2) 活動時間 

・8時30分から17時15分（うち休憩1時間） 

・始業・終業時刻は、業務ローテーション等により変動 

・休日（週2日）※業務ローテーションにより変動 

(3) 服務  コーディネーター（平取町地域おこし協力隊設置要綱第９条の受託者）の指

示に基づく 

 

４．任用期間等 

(1) 委嘱日から平成31年3月31日（町長より委嘱） 

但し、業務・活動状況などの評価を行い、最長で平成33年3月31日まで１年単位で任

期を延長 

   ※アイヌ伝統工芸継承支援員については、任用期間の最長３年間を終了後、引き続き

工芸継承を目指す方は、町が定めた『伝統的工芸品「二風谷イタ」・「二風谷アツトウ

シ」人材養成実施要領』に基づく制度を受けることが可能となります。



 
 

 

５．報償費 

月額 170,000円 

 

６．待遇・福利厚生 

(1)住宅 コーディネーター等と協議し個々に対応 

(2)活動費助成 

・住宅家賃相当分、活動車両維持・燃料費、パソコンリース料・通信費等はコーデ

ィネーターと協議し個々に対応 

(3)その他 

・社会保険及び労働保険加入なし 

 

７．応募手続き等応募方法 

次の提出書類を平成30年3月30日（金）までに郵送（必着） 

(1)提出書類 

・平取町地域おこし協力隊応募用紙（平取町ホームページに掲載） 

・履歴書（市販のもの） 

・質問票  

※提出書類については返却はいたしません。 

(2) 受付場所（問い合わせ先） 

〒055-0192 

北海道沙流郡平取町本町28番地 

平取町まちづくり課地域戦略係（担当：木田） 

電 話：01457-2-2222（直通） 

ＦＡＸ：01457-2-2277 

E-mail：kikaku2007@town.biratori.hokkaido.jp 

 

８．選考 

(1) 第1次選考 

・書類審査の上、結果を平成30年4月上旬(予定)に応募者に対し文書で通知 

(2) 第2次選考 

・第1次選考合格者を対象に平取町において面接試験を実施（4月下旬） 

＊日時は第１次審査結果通知と併せて通知 

＊第2次選考のために必要な交通費等は個人負担 

(3) 最終選考の結果を、平成30年5月上旬に文書通知 


